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(57)【要約】
【課題】撮像素子の起動時における意図しない消費電流
の低下状態を是正し、起動時と通常動作時とで消費電流
を一定化する。
【解決手段】制御信号に応じて電源供給線１９１に流れ
る電流を変化させるように撮像信号出力線１９２の負荷
を補正する電源電流補正部１５０と、撮像素子１２１の
起動時において電源供給線１９１に流れる電流を撮像素
子の通常動作時において電源供給線１９１に流れる電流
に対して相対的に増加させるための制御信号を生成し電
源電流補正部１５０に出力する補正電流制御部１４０お
よび電源電流制御部１７０と、基端部に配設され、電源
供給線１９１に流れる電流を検知する電源電流検知部１
６０と、を具備する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部の先端部に配設され、被観察体像を撮像する撮像素子と、
　所定の電源から当該撮像素子に対して所定の電源電圧を供給するための電源供給線と、
　前記撮像素子からの信号を当該撮像素子よりも基端側へ伝送する撮像信号出力線と、
　所定の制御信号に応じて前記電源供給線に流れる電流を変化させるように前記電源供給
線または前記撮像信号出力線の負荷を補正する電源電流補正部と、
　前記撮像素子の起動時において、前記電源供給線に流れる電流を前記撮像素子の通常動
作時において前記電源供給線に流れる電流に対して相対的に増加させるための前記所定の
制御信号を生成し、所定のタイミングにおいて前記電源電流補正部に対して当該制御信号
を出力する電流制御部と、
　前記撮像素子よりも基端側であって、かつ、前記撮像素子から前記電源供給線を介した
基端側に設けられた基端部に配設され、前記電源供給線に流れる電流を検知し、当該電源
供給線に流れる電流が所定値以上になるタイミングでタイミング信号を生成すると共に当
該タイミング信号を出力する電源電流検知部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記電源電流補正部は、前記電源供給線とＧＮＤとの間に対して、前記撮像素子の起動
時と前記撮像素子の通常動作時とにおける前記電源に係る消費電流が略同じになる補正電
流を流すよう前記電源供給線の負荷を補正し、または、前記撮像信号出力線とＧＮＤとの
間に対して、前記撮像素子の起動時と前記撮像素子の通常動作時とにおける前記電源に係
る消費電流が略同じになる補正電流を流すよう前記撮像信号出力線の負荷を補正する
　ことを特徴とする請求項１の内視鏡。
【請求項３】
　前記電源電流補正部は、抵抗とトランジスタとを有する補正回路を備え、
　前記電流制御部は、前記撮像素子の起動時において、前記補正回路における前記トラン
ジスタをオン／オフ制御せしめ、前記抵抗値と当該トランジスタのオン抵抗値とによる前
記補正電流を供給する
　ことを特徴とする請求項１の内視鏡。
【請求項４】
　前記電源電流検知部は、前記電源供給線に流れる電流が所定値以上の場合、前記電源電
流制御部に対して、前記所定タイミング信号を出力し、
　前記電流制御部は、前記所定タイミング信号に応じて前記電源電流補正部に対して前記
制御信号を出力し、
　前記電源電流補正部は、前記制御信号に応じて前記補正回路における前記トランジスタ
をオン／オフせしめ、前記撮像素子の通常動作時の前記抵抗値を切り替える
　ことを特徴とする請求項１の内視鏡。
【請求項５】
　前記撮像信号出力線は、差動信号線により構成され、
　前記電源電流補正部は、前記差動信号線とＧＮＤ間に対して、前記撮像素子の起動時と
前記撮像素子の通常動作時とにおける前記電源に係る消費電流が略同じになる補正電流を
流すように、前記差動信号線の負荷を補正する
　ことを特徴とする請求項１の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡に関し、特に、固体撮像素子を備える内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体の内部の被写体を撮像する内視鏡、及び、内視鏡により撮像された被写体の観察
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画像を生成する画像処理装置等を具備する内視鏡システムが、医療分野及び工業分野等に
おいて広く用いられている。
【０００３】
　このような内視鏡システムにおける内視鏡としては、固体撮像素子として、例えばＣＭ
ＯＳイメージセンサを採用し、このＣＭＯＳイメージセンサから出力される撮像信号を後
段の画像処理装置に対して伝送する内視鏡が広く知られている。
【０００４】
　上述したＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子は、一般に、画像処理装置から内視鏡内
に配設されたケーブルを介して所定の電源電圧の供給を受けると共に、所定の制御信号を
受けて駆動されるようになっている。
【０００５】
　ここで、近年、内視鏡に配設される撮像素子および挿入部に関しては、益々小型化・細
径化が嘱望されており、これに伴い前記挿入部およびいわゆるユニバーサルコードの内部
に配設されるケーブルについても細径化が求められている。
【０００６】
　このような状況にあるため、撮像素子に対して電源供給するための電源ケーブルについ
ても、できる限り細くすることが求められている。このように電源ケーブルが細くなると
ケーブル自体の抵抗成分も大きくなり、場合によっては１０Ω／ｍ以上の抵抗値となる。
この場合、撮像素子の動作時の消費電力は、例えば、数１０ｍＷ（消費電流は数１０ｍＡ
）に及ぶことも考えられる。
【０００７】
　ここで、例えば、電源ケーブル長が５ｍとなると、ケーブル自体の抵抗値は５０Ωとな
る。この場合、挿入部先端部に配設された撮像素子において通常動作時（消費電流１５ｍ
Ａ）での電源電圧が３．３Ｖとなるようにするには、電源供給元の電圧は、前記ケーブル
の抵抗値を考慮すると約４．０５Ｖに設定する必要がある。
【０００８】
　ところが、一般にＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子は、起動時（電源投入時）にお
いては動作が安定していないことから、消費電流が通常動作時よりも少なく、例えば、数
ｍＡ（ｅｘ．４ｍＡ）程度まで減少する場合がある。このように起動時においては予定す
る（通常動作時を基準とした場合）消費電流より小さい電流しか流れない虞もあり、この
場合、撮像素子には、３．３Ｖより高い、例えば、３．８５Ｖ程度の電圧が印加される虞
があり、撮像素子の耐圧をオーバーしてしまうという問題が生じる。
【０００９】
　一方、従来、特開２００２-５６２号公報において、内視鏡の挿入部先端部に配設され
た撮像素子に対して電源安定化回路を設ける技術が示されている（特許文献１）。
【００１０】
　また、特開２０１４－２００６３７号公報においては、内視鏡の先端部におけるＣＣＤ
を駆動する波形生成回路の動作状態に応じて電源電流を調整することで動作状態の変化に
よる消費電流の変動を抑制する技術が示されている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００２-５６２号公報
【特許文献２】特開２０１４－２００６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかし、特許文献１に示される技術においては、安定化回路はセラミックコンデンサな
どの素子からなり、過渡的に変化する消費電流分の電荷については供給できるものの、撮
像素子の起動時と通常動作時とにおいて消費電流を一定にすることはできない。
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【００１３】
　また、特許文献２に示される技術においては、撮像素子の起動時に動作が決まらない状
態において確実に消費電流低減分を補う構成、方法については何等開示されておらず、上
述したケーブル細径化による抵抗分増加の影響についても対応することは困難であると考
えられる。
【００１４】
　本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであり、撮像素子の起動時等の動作不安定
時における意図しない消費電流の低下状態を是正し、起動時と通常動作時とで消費電流を
一定化することを可能とした内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一態様の内視鏡は、挿入部の先端部に配設され、被観察体像を撮像する撮像素
子と、所定の電源から当該撮像素子に対して所定の電源電圧を供給するための電源供給線
と、前記撮像素子からの信号を当該撮像素子よりも基端側へ伝送する撮像信号出力線と、
所定の制御信号に応じて前記電源供給線に流れる電流を変化させるように前記電源供給線
または前記撮像信号出力線の負荷を補正する電源電流補正部と、前記撮像素子の起動時に
おいて、前記電源供給線に流れる電流を前記撮像素子の通常動作時において前記電源供給
線に流れる電流に対して相対的に増加させるための前記所定の制御信号を生成し、所定の
タイミングにおいて前記電源電流補正部に対して当該制御信号を出力する電流制御部と、
前記撮像素子よりも基端側であって、かつ、前記撮像素子から前記電源供給線を介した基
端側に設けられた基端部に配設され、前記電源供給線に流れる電流を検知し、当該電源供
給線に流れる電流が所定値以上になるタイミングでタイミング信号を生成すると共に当該
タイミング信号を出力する電源電流検知部と、を具備する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、撮像素子の起動時等の動作不安定時における意図しない消費電流の低
下状態を是正し、起動時と通常動作時とで消費電流を一定化することを可能とした内視鏡
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムの構成を示す図
である。
【図２】図２は、第１の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムの電気的な構成を示すブ
ロック図である。
【図３】図３は、第１の実施形態の内視鏡における電源電流補正部、電流制御部およびそ
の周辺回路の構成を示す回路図である。
【図４】図４は、従来の内視鏡において、起動時における電源電圧特性および電源電流特
性、並びに、理想電源電圧特性および理想電源電流特性を示した図である。
【図５】図５は、第１の実施形態の内視鏡において、起動時と通常動作時における電源電
圧特性および電源電流特性、並びに、クロック信号、同期信号および電源電流制御信号の
関係を示したタイミングチャートである。
【図６】図６は、本発明の第２の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムの電気的な構成
を示すブロック図である。
【図７】図７は、第２の実施形態の内視鏡における電源電流補正部、電流制御部およびそ
の周辺回路の構成を示す回路図である。
【図８】図８は、本発明の第３の実施形態の内視鏡における電源電流補正部、電流制御部
およびその周辺回路の構成を示す回路図である。
【図９】図９は、第３の実施形態の内視鏡において、起動時と通常動作時における電源電
圧特性および電源電流特性、並びに、クロック信号、同期信号および電源電流制御信号の
関係を示したタイミングチャートである。
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【図１０】図１０は、本発明の第４の実施形態の内視鏡における電源電流補正部、電流制
御部およびその周辺回路の構成を示す回路図である。
【図１１】図１１は、本発明の第５の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムの電気的な
構成を示すブロック図である。
【図１２】図１２は、第５の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムにおける電源電流補
正部およびその周辺回路の構成を示す回路図である。
【図１３】図１３は、第５の実施形態の内視鏡において、起動時と通常動作時における電
源電圧特性および電源電流特性、並びに、クロック信号、同期信号および電源電流制御信
号の関係を示したタイミングチャートである。
【図１４】図１４は、本発明の第６の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムにおける電
源電流補正部およびその周辺回路の構成を示す回路図である。
【図１５】図１５は、第６の実施形態の内視鏡において、起動時と通常動作時における電
源電圧特性および電源電流特性、並びに、クロック信号、同期信号および電源電流制御信
号の関係を示したタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００１９】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムの構成を示す図であり
、図２は、第１の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムの電気的な構成を示すブロック
図である。
【００２０】
　図１、図２に示すように、本第１の実施形態の内視鏡を有する内視鏡システム１は、被
検体を観察し撮像する内視鏡２と、当該内視鏡２に接続され前記撮像信号を入力し所定の
画像処理を施すビデオプロセッサ３と、被検体を照明するための照明光を供給する光源装
置４と、撮像信号に応じた観察画像を表示するモニタ装置５と、を有している。
【００２１】
　内視鏡２は、被検体の体腔内等に挿入される細長の挿入部６と、挿入部６の基端側に配
設され術者が把持して操作を行う内視鏡操作部１０と、内視鏡操作部１０の側部から延出
するように一方の端部が設けられたユニバーサルコード１１と、を有して構成されている
。
【００２２】
　挿入部６は、先端側に設けられた硬質の先端部７と、先端部７の後端に設けられた湾曲
自在の湾曲部８と、湾曲部８の後端に設けられた長尺かつ可撓性を有する可撓管部９と、
を有して構成されている。
【００２３】
　前記ユニバーサルコード１１の基端側（すなわち、撮像素子に対しても基端側）にはコ
ネクタ部１２が設けられ、当該コネクタ部１２は光源装置４に接続されるようになってい
る。すなわち、コネクタ部１２の先端から突出する流体管路の接続端部となる口金（図示
せず）と、照明光の供給端部となるライトガイド口金（図示せず）とは光源装置４に着脱
自在で接続されるようになっている。
【００２４】
　さらに、前記コネクタ部１２の側面に設けた電気接点部には接続ケーブル１３の一端が
接続されるようになっている。そして、この接続ケーブル１３には、例えば内視鏡２にお
ける固体撮像素子（ＣＭＯＳイメージセンサ）１２１（図２参照）からの撮像信号を伝送
する信号線、並びに、固体撮像素子（以下、撮像素子とも記す）を駆動するための制御信
号線および電源線が内設され、また、他端のコネクタ部はビデオプロセッサ３に接続され
るようになっている。
【００２５】
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　図２に示すように、本実施形態の内視鏡２は、挿入部６の先端部７に配設された、被写
体像を入光するレンズを含む対物光学系（図示せず）と、対物光学系における結像面に配
設された撮像素子（ＣＭＯＳイメージセンサ）１２１と、を備える。
【００２６】
　また内視鏡２は、撮像素子１２１から延出され、当該撮像素子１２１から挿入部６、操
作部１０、ユニバーサルコード１１を経て、コネクタ部１２に至るまで配設されたケーブ
ル２８を備える。
【００２７】
　撮像素子１２１は、上述したように本実施形態においてはＣＭＯＳイメージセンサによ
り構成される固体撮像素子である。また、撮像素子１２１は、被写体像を入光し光電変換
した後に所定の画素出力信号を出力する画素部１２２と、前記画素出力信号を入力し所定
の信号処理を行った後、撮像信号として出力する信号処理部１２３と、これら画素部１２
２、信号処理部１２３等を制御する制御部１２４と、を備える。
【００２８】
　また、信号処理部１２３からは、撮像信号出力線１９２が基端側（本実施形態において
は基端部であるコネクタ部１２）に向けて延出され当該撮像信号を伝送する。
【００２９】
　ケーブル２８は、各種駆動信号（基準クロックＣＬＫ、各種同期信号等）を伝送する駆
動信号ライン、撮像素子１２１を駆動するための電源電圧ＶＤＤを供給するための電源供
給ライン、前記撮像信号を伝送する撮像信号出力線１９２等を内包するケーブルであり、
本実施形態においては、撮像素子１２１からコネクタ部１２に至るまで配設されている。
【００３０】
　前記駆動信号ラインは、ビデオプロセッサ３における駆動制御部３２と撮像素子１２１
とに接続され、撮像素子１２１を制御するための各種駆動信号（基準クロックＣＬＫ、各
種同期信号等）を伝送する。
【００３１】
　前記電源供給ラインは、図２に示すように、ビデオプロセッサ３における電源部３３に
接続され、撮像素子１２１に対して電源電圧を供給するためのＶＤＤライン（電源供給線
１９１）およびグランドライン（ＧＮＤ）を有する。
【００３２】
　なお、前記ＶＤＤライン（電源供給線１９１）は、撮像素子１２１に接続された後、当
該撮像素子１２１内部に配線され、当該撮像素子１２１に対して所定の電源電圧ＶＤＤを
供給する役目を果たす。
【００３３】
　＜電源電流補正部１５０の概略構成＞
　本第１の実施形態において撮像素子１２１は、電源供給線（ＶＤＤライン）１９１に流
れる電流を変化させるように当該電源供給線１９１の負荷を補正するための電源電流補正
回路１５１を有する。
【００３４】
　一方、本第１の実施形態においては、コネクタ部１２（ケーブル２８に内包される撮像
信号出力線１９２を介して基端側に配設される）には、同じく電源供給線（ＶＤＤライン
）１９１に流れる電流を変化させるように当該電源供給線１９１の負荷を補正するための
基端側補正回路１８０が配設される。
【００３５】
　ここで、本第１の実施形態においては、前記電源電流補正回路１５１と基端側補正回路
１８０とで、電源電流補正部１５０を構成するものとする。
【００３６】
　なお、電源電流補正回路１５１および基端側補正回路１８０の具体的な構成については
後に詳述する。
【００３７】
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　＜電流制御部の概略構成＞
　本実施形態においては、補正電流制御部１４０と電源電流制御部１７０とで「電流制御
部」を構成するものとする。
【００３８】
　＜補正電流制御部１４０の概略構成＞
　本第１の実施形態において撮像素子１２１は、制御部１２４内に、当該撮像素子１２１
の起動時において、電源供給線１９１に流れる電流を撮像素子１２１の通常動作時におい
て当該電源供給線１９１に流れる電流に対して相対的に増加させるための所定の制御信号
（ＣＴＲＳ＿１、ＣＴＲＳ＿２）を生成する補正電流制御部１４０を有する。
【００３９】
　この補正電流制御部１４０は、所定のタイミングにおいて前記電源電流補正部１５０に
おける電源電流補正回路１５１に対して制御信号を出力する役目を果たす。なお、この制
御信号（ＣＴＲＳ＿１、ＣＴＲＳ＿２）については、後に詳述する。
【００４０】
　＜電源電流制御部１７０の概略構成＞
　一方、本実施形態においては、コネクタ部１２（ケーブル２８に内包される撮像信号出
力線１９２を介して基端側に配設される）においても、同じく当該撮像素子１２１の起動
時において、電源供給線１９１に流れる電流を撮像素子１２１の通常動作時において当該
電源供給線１９１に流れる電流に対して相対的に増加させるための所定の制御信号（ＣＴ
ＲＢ＿１、ＣＴＲＢ＿２）を生成する電源電流制御部１７０を有する。
【００４１】
　なお、補正電流制御部１４０および電源電流制御部１７０の具体的な機能については後
に詳述する。
【００４２】
　＜電源電流検知部１６０の概略構成＞
　本第１の実施形態は、コネクタ部１２に、前記電源供給線１９１に流れる電流を検知し
、当該電源供給線１９１に流れる電流が所定値以上になるタイミングでタイミング信号を
生成すると共に当該タイミング信号を出力する電源電流検知部１６０を配設する。なお、
電源電流検知部１６０の具体的な機能については後に詳述する。
【００４３】
　＜ビデオプロセッサ３＞
　一方、本実施形態の内視鏡システム１は、当該内視鏡２に接続され前記撮像信号を入力
し所定の画像処理を施すビデオプロセッサ３を備える。
【００４４】
　本実施形態においてビデオプロセッサ３は、内視鏡２からの撮像信号を入力し、所定の
画像処理を施す撮像信号処理部３１と、内視鏡２に対して各種動作制御信号を送出する駆
動制御部３２と、ビデオプロセッサ３内の各種回路に供給する電源電圧および内視鏡２に
おける各種電源部に対して供給するための電源電圧を生成する電源部３３と、を備える。
【００４５】
　具体的に駆動制御部３２は、所定の制御信号、例えば、基準クロックＣＬＫおよび同期
信号を生成し、前記ケーブル２８を介して撮像素子１２１に対して供給するようになって
いる。
【００４６】
　また、電源部３３は、撮像素子１２１に供給するための電源電圧ＶＤＤを生成し、ケー
ブル２８に配した電源供給線１９１（ＶＤＤライン）およびグランドライン（ＧＮＤ）を
介して当該電源電圧ＶＤＤを撮像素子１２１に供給するようになっている。
【００４７】
　＜本発明における「撮像素子の起動時」＞
　次に、本第１の実施形態を特徴付ける、撮像素子１２１に設けた電源電流補正回路１５
１（電源電流補正部１５０の一部を構成）および補正電流制御部１４０（電流制御部の一
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部を構成）、並びに、コネクタ部１２に設けた基端側補正回路１８０（電源電流補正部１
５０の一部を構成）、電源電流検知部１６０および電源電流制御部１７０（電流制御部の
一部を構成）の具体的な詳細について説明するに先立って、本発明における「撮像素子の
起動時」について説明する。
【００４８】
　上述したように、本発明は、「撮像素子の起動時」等の動作不安定時における意図しな
い消費電流の低下状態を是正し、起動時と通常動作時とで消費電流を一定化することを可
能とした内視鏡を提供することを目的とするものであるが、本実施形態において「撮像素
子の起動時」について以下、定義づける。
【００４９】
　＜本実施形態における「撮像素子の起動時」について＞
　本実施形態において「撮像素子の起動時」とは、内視鏡２に対する電源投入時であって
撮像素子１２１に対して実際に電源電圧ＶＤＤが供給され起動が開始された直後からの極
短時間を指す。
【００５０】
　より具体的に「撮像素子の起動時」とは、撮像素子１２１に電源電圧ＶＤＤが供給され
起動が開始された直後から、ビデオプロセッサ３における駆動制御部３２から撮像素子１
２１に対して「同期信号」が送出され、当該撮像素子１２１の補正電流制御部１４０にお
いて当該「同期信号」の最初期における信号を受信するまでの期間をいう。
【００５１】
　対して「撮像素子の通常動作時」とは、上述した「起動時」を経て、現に撮像素子１２
１から所定の撮像信号の出力が開始された後の期間であり、撮像素子１２１自体の動作も
安定し、当該撮像素子１２１に供給する電源供給線（ＶＤＤライン）における消費電流も
定格動作の範囲内に収まっている状態の時をいう。
【００５２】
　以下、図４を参照して、「撮像素子の起動時」と「撮像素子の通常動作時」とにおける
電源供給線（ＶＤＤライン）の電源電圧および電源電流の状態について説明する。
【００５３】
　図４は、従来の内視鏡において、起動時における電源電圧特性および電源電流特性、並
びに、理想電源電圧特性および理想電源電流特性を示した図である。
【００５４】
　近年、内視鏡の撮像素子および挿入部等の小型化・細径化に伴って、撮像素子に電源電
圧を供給する電源ケーブルについても細径化が求められ、当該ケーブル自体の抵抗値につ
いても増大を余儀なくされていることは上述した。
【００５５】
　このような状況下において、上述の如き定義する「撮像素子の起動時」においては、本
実施形態の如きＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子は動作が安定していないことから、
消費電流が通常動作時よりも少なく、例えば、数ｍＡ（ｅｘ．４ｍＡ）程度まで減少する
場合があることについても先に述べたとおりである。
【００５６】
　具体的に、図４に示すように、近年における従来の内視鏡においては、「撮像素子の起
動時」において撮像素子に供給される電源供給線（ＶＤＤライン）においては、本来であ
れば図４において符号“Ｉａ”にて示す「理想電源電流特性」の如き起動直後からなだら
かに立ち上がるべき電流特性が、符号“Ｉｂ”にて示す「従来の電源電流特性」の如く、
通常動作時に比べて無視できない程度まで落ち込む虞があった。
【００５７】
　このように「撮像素子の起動時」においては、上述したように電源供給線（ＶＤＤライ
ン）において内視鏡として予定する消費電流（通常動作時を基準とする消費電流）より小
さい電流しか流れない虞もあり、この場合、撮像素子には、定格（例えば３．３Ｖ）より
高い電圧値、例えば、３．８５Ｖ程度の電圧が印加される虞があり、撮像素子の耐圧をオ
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ーバーしてしまうという問題が生じる。
【００５８】
　この点を図４を用いて具体的に説明すると、「撮像素子の起動時」において撮像素子に
供給される電源供給線（ＶＤＤライン）においては、図４において符号“Ｖａ”にて示す
「理想電源電圧特性」の如き特性が望ましいところ、同図符号“Ｖｂ”にて示す「従来の
電源電圧特性」の如く、通常動作時に比べて無視できない程度まで撮像素子に印加される
電圧が増大する虞があった。
【００５９】
　本出願人はこのような事情に鑑みて、上述の如く「撮像素子の起動時」等の動作不安定
時における意図しない消費電流の低下状態を是正し、起動時と通常動作時とで消費電流を
一定化することを可能とした内視鏡を提供するものであり、以下その具体的な解決方法に
ついて説明する。
【００６０】
　＜電源電流補正部１５０他の具体的な構成＞
　上述したように、撮像素子１２１は、電源電流補正回路１５１（電源電流補正部１５０
の一部を構成）および補正電流制御部１４０（電流制御部の一部を構成）を有し、一方、
コネクタ部１２は、基端側補正回路１８０（電源電流補正部１５０の一部を構成）、電源
電流検知部１６０および電源電流制御部１７０（電流制御部の一部を構成）を備えること
を特徴とする。
【００６１】
　以下、第１の実施形態の内視鏡２における電源電流補正部１５０（電源電流補正回路１
５１および基端側補正回路１８０）、並びに、電流制御部（補正電流制御部１４０および
電源電流制御部１７０）に加え、電源電流検知部１６０の構成について、図２に加え図３
および図５を参照して詳しく説明する。
【００６２】
　図３は、第１の実施形態の内視鏡における電源電流補正部、電流制御部およびその周辺
回路の構成を示す回路図であり、図５は、第１の実施形態の内視鏡において、起動時と通
常動作時における電源電圧特性および電源電流特性、並びに、クロック信号、同期信号お
よび電源電流制御信号の関係を示したタイミングチャートである。
【００６３】
　図２、図３に示すように、本第１の実施形態の内視鏡２は、上述したように電源電流補
正部１５０（電源電流補正回路１５１および基端側補正回路１８０）、並びに、電流制御
部（補正電流制御部１４０および電源電流制御部１７０）に加え、電源電流検知部１６０
を備える。
【００６４】
　＜補正電流制御部１４０の構成＞
　図３の回路図に示すように、本第１の実施形態において撮像素子１２１は制御部１２４
内に補正電流制御部１４０を備える。
【００６５】
　この補正電流制御部１４０は、当該撮像素子１２１の起動時（「撮像素子の起動時」の
定義については上述のとおり）において、「電源供給線１９１に流れる電流」を「撮像素
子１２１の通常動作時において当該電源供給線１９１に流れる電流」に対して相対的に増
加させるための所定の制御信号（ＣＴＲＳ＿１、ＣＴＲＳ＿２）を生成する。
【００６６】
　ここで、これら制御信号ＣＴＲＳ＿１、ＣＴＲＳ＿２は、補正電流制御部１４０からそ
れぞれ独立した信号として出力される。一方の出力端から出力される制御信号ＣＴＲＳ＿
１は、後述するスイッチＳＷ１１のゲートに接続されるようになっている。また他方の出
力端から出力される制御信号ＣＴＲＳ＿２は、後述するスイッチＳＷ１２のゲートに接続
されるようになっている。
【００６７】
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　この制御信号ＣＴＲＳ＿１および制御信号ＣＴＲＳ＿２は、ビデオプロセッサ３におけ
る駆動制御部３２から入力した同期信号または基準クロックＣＬＫに応じて制御されるよ
うになっている。
【００６８】
　すなわち、補正電流制御部１４０の前記出力信号は、撮像素子１２１の起動時において
は制御信号ＣＴＲＳ＿２は“Ｌレベル”、ＣＴＲＳ＿１は“Ｈレベル”の信号が出力され
ているが、後述するように、駆動制御部３２から入力した同期信号および基準クロックＣ
ＬＫに応じて出力が変化するようになっている。
【００６９】
　なお、図３に示す第１チップ１２２ａは、本実施形態においては上述した画素部１２２
に相当し、第２チップ１２３ａは、本実施形態においては上述した信号処理部１２３に相
当する。
【００７０】
　＜電源電流補正回路１５１の構成＞
　図３および図２に示すように、本実施形態において撮像素子１２１には、電源電流補正
部１５０の一部を構成する電源電流補正回路１５１が配設されている。この電源電流補正
回路１５１は、電源供給線１９１（ＶＤＤライン）に接続されたプルアップ抵抗Ｒ１１、
スイッチＳＷ１１、および、スイッチＳＷ１２、並びに、撮像信号出力線１９２にて構成
される。
【００７１】
　前記プルアップ抵抗Ｒ１１は、電源供給線１９１（ＶＤＤライン）とスイッチＳＷ１１
のゲート間に接続される。
【００７２】
　前記スイッチＳＷ１１は、電源供給線１９１（ＶＤＤライン）と撮像信号出力線１９２
間を結ぶ線路上に配設され、補正電流制御部１４０から出力される制御信号ＣＴＲＳ＿１
によりオンオフ制御されるようになっている。
【００７３】
　なお、このスイッチＳＷ１１の出力電流“Ｉ１”は、本実施形態においては、撮像素子
１２１の起動時に電源供給線１９１（ＶＤＤライン）に供給するための補正電流としての
役目を果たす。
【００７４】
　一方、前記スイッチＳＷ１２は、撮像素子１２１の撮像信号出力線１９２の線上であっ
て、信号処理部１２３（第２チップ１２３ａ）の出力端と前記スイッチＳＷ１１の出力端
の間に配設される。またスイッチＳＷ１２は、補正電流制御部１４０から出力される制御
信号ＣＴＲＳ＿２によりオンオフ制御されるようになっている。
【００７５】
　ここで、上述したように、補正電流制御部１４０から出力される制御信号ＣＴＲＳ＿１
は、撮像素子１２１の起動時には“Ｈレベル”となる。このとき、スイッチＳＷ１１はオ
ンする。一方、補正電流制御部１４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿２は、撮像素子１２１の
起動時には“Ｌレベル”になっており、このとき、スイッチＳＷ１２はオフとなる。
【００７６】
　なお、撮像信号出力線１９２を流れる電流Ｉ３は、撮像素子１２１の起動時、または、
撮像素子１２１の通常動作時のいずれにおいても、電源供給線１９１（ＶＤＤライン）に
流れる電源電流に相当する。また、スイッチＳＷ１２の出力電流Ｉ２は、通常動作時にお
ける撮像素子１２１に係る消費電流に相当する。
【００７７】
　＜電源電流制御部１７０の構成＞
　一方、本実施形態においては、上述したように、コネクタ部１２（ケーブル２８に内包
される撮像信号出力線１９２を経由して基端側に配設される）に、同じく当該撮像素子１
２１の起動時において、「電源供給線１９１に流れる電流」を「撮像素子１２１の通常動
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作時において当該電源供給線１９１に流れる電流」に対して相対的に増加させるための所
定の制御信号（ＣＴＲＢ＿１、ＣＴＲＢ＿２）を生成する電源電流制御部１７０を有する
。
【００７８】
　電源電流制御部１７０は、電源電流検知部１６０に接続され、当該電源電流検知部１６
０から出力される所定のタイミング信号の制御により、前記制御信号ＣＴＲＢ＿１および
制御信号ＣＴＲＢ＿２を生成し、出力するようになっている。
【００７９】
　前記制御信号ＣＴＲＢ＿１は、スイッチＳＷ１４に接続され、電源電流検知部１６０か
らの前記タイミング信号に基づいて当該スイッチをオンオフ制御するようになっており、
また、制御信号ＣＴＲＳ＿２は、スイッチＳＷ１３に接続され、上記同様、電源電流検知
部１６０からの前記タイミング信号に基づいて当該スイッチをオンオフ制御するようにな
っている。
【００８０】
　なお、本実施形態において電源電流制御部１７０は、電源供給線１９１、撮像信号出力
線１９２を経由して撮像素子１２１より基端側に配置される「基端部」としてのコネクタ
部１２に配設される。しかしながら電源電流制御部１７０は、例えば、撮像素子１２１よ
り基端側に配置される操作部１０、または、ビデオプロセッサ３に配設されるものであっ
てもよい。
【００８１】
　＜電源電流検知部１６０の構成＞
　上述したように、コネクタ部１２において前記電源供給線１９１の基端側に電源電流検
知部１６０が配設されている。この電源電流検知部１６０は、電源供給線１９１を流れる
電流を検知し、当該電源供給線１９１に流れる電流が所定値以上になるタイミングで所定
のタイミング信号を生成すると共に当該タイミング信号を電源電流制御部１７０に向けて
出力するようになっている。
【００８２】
　なお、本実施形態において電源電流検知部１６０は、主に、撮像素子１２１が起動時か
ら通常動作時に移行する際における電源供給線１９１（ＶＤＤライン）に流れる電流（図
５における電源電流Ｉａ）の急激な変位を検出する役目を担う。
【００８３】
　また、上述したように、撮像素子１２１自体は、ビデオプロセッサ３からの同期信号を
受信することで起動時から通常動作時へと移行するが、本実施形態において電源電流検知
部１６０は、電源供給線１９１に流れる当該電源電流Ｉａの急激な増加を検知することで
、撮像素子１２１が通常動作に移行したと判断するようになっている。
【００８４】
　なお、本実施形態において電源電流検知部１６０は、電源供給線１９１、撮像信号出力
線１９２を経由して撮像素子１２１より基端側に配置される「基端部」としてのコネクタ
部１２に配設される。しかしながら電源電流検知部１６０は、例えば、撮像素子１２１よ
り基端側に配置される操作部１０、または、ビデオプロセッサ３に配設されるものであっ
てもよい。
【００８５】
　＜基端側補正回路１８０の構成＞
　一方、コネクタ部１２には、電源電流補正部１５０の一部を構成する基端側補正回路１
８０が配設されている。基端側補正回路１８０は、抵抗Ｒ１２、抵抗Ｒ１、スイッチＳＷ
１３、スイッチＳＷ１４にて構成される。
【００８６】
　なお、本実施形態において基端側補正回路１８０は、電源供給線１９１、撮像信号出力
線１９２を経由して撮像素子１２１より基端側に配置される「基端部」としてのコネクタ
部１２に配設される。しかしながら基端側補正回路１８０は、上述した電源電流検知部１
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６０、電源電流制御部１７０と同様に、例えば、撮像素子１２１より基端側に配置される
操作部１０、または、ビデオプロセッサ３に配設されるものであってもよい。
【００８７】
　ここで抵抗Ｒ１は、前記第２チップ１２３ａの負荷として通常動作時において電流を流
すための抵抗負荷である。また、当該抵抗Ｒ１と後段の抵抗Ｒ３との並列合成抵抗は、撮
像信号出力線１９２から出力される電圧の反射を抑制するための終端抵抗を構成する。
【００８８】
　前記抵抗Ｒ１２の一端は撮像信号出力線１９２の基端側に接続され、当該抵抗Ｒ１２、
スイッチＳＷ１４および抵抗Ｒ１により構成される直列回路が、撮像信号出力線１９２の
基端側とグランドＧＮＤ間に配設される。
【００８９】
　前記スイッチＳＷ１４は、電源電流制御部１７０から出力される制御信号ＣＴＲＢ＿１
によりオンオフ制御されるようになっている。また、前記スイッチＳＷ１３は、一端が撮
像信号出力線１９２の基端側に接続され、他端がスイッチＳＷ１４と抵抗Ｒ１との中点に
接続され、すなわち、撮像信号出力線１９２と抵抗Ｒ１を介したグランドＧＮＤ間に配設
される。またスイッチＳＷ１３は、電源電流制御部１７０から出力される制御信号ＣＴＲ
Ｂ＿２によりオンオフ制御されるようになっている。
【００９０】
　ここで、本実施形態においては、撮像素子１２１の起動時であってもコネクタ部１２以
降（ビデオプロセッサ３を含む）は通常動作になっているので、電源電流制御部１７０か
らの制御信号ＣＴＲＢ＿１は“Ｈレベル”となり、このときスイッチＳＷ１４はオンとな
る。一方、電源電流制御部１７０からの制御信号ＣＴＲＢ＿２は“Ｌレベル”になってお
り、このとき、スイッチＳＷ１３はオフとなる。
【００９１】
　上述したように、電源電流補正部１５０等において、撮像素子１２１の起動時にはスイ
ッチＳＷ１１、撮像信号出力線１９２、抵抗Ｒ１２、スイッチＳＷ１４、抵抗Ｒ１経由で
電源電流が流れることとなる。そして、この「撮像素子の起動時の消費電流」を「撮像素
子の通常動作時の消費電流」とほぼ同じにすることで、撮像素子の起動時と通常動作時と
で消費電流を一定化することができる。
【００９２】
＜本実施形態における「撮像素子の起動時」の作用＞
　次に、上述の如き構成をなす電源電流補正部１５０（電源電流補正回路１５１および基
端側補正回路１８０）、並びに、電流制御部（補正電流制御部１４０および電源電流制御
部１７０）に加え、電源電流検知部１６０の作用について図５および図３を参照して説明
する。
【００９３】
　図５に示すように、撮像素子１２１の起動時において、内視鏡２およびビデオプロセッ
サ３に対して電源が投入されると、まず、電源供給線１９１には電源部３３からの電源電
圧ＶＤＤが供給されはじめ、その後、ビデオプロセッサ３における駆動制御部３２から基
準クロックＣＬＫが送出される。
【００９４】
　このとき、電源供給線１９１（ＶＤＤライン）に印加される電源電圧および流れる電流
共に徐々に立ち上がる。
【００９５】
　そして、この撮像素子１２１の起動時においては、上述したように、補正電流制御部１
４０から出力される制御信号ＣＴＲＳ＿１は、電源供給線１９１の（ＶＤＤライン）に接
続されたプルアップ抵抗Ｒ１１により、“Ｈレベル”となる。これにより、スイッチＳＷ
１１はオンする。
【００９６】
　また、補正電流制御部１４０から出力される制御信号ＣＴＲＳ＿２は、撮像素子１２１
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の起動時においては、“Ｌレベル”になっており、これにより、スイッチＳＷ１２はオフ
している。
【００９７】
　一方、撮像素子１２１の起動時において電源電流制御部１７０から出力される制御信号
ＣＴＲＢ＿１は“Ｈレベル”であり、このときスイッチＳＷ１４はオンとなる。また、電
源電流制御部１７０から出力される制御信号ＣＴＲＢ＿２は“Ｌレベル”になっており、
このとき、スイッチＳＷ１３はオフとなる。
【００９８】
　これにより、撮像素子１２１の起動時において、電源供給線１９１から撮像信号出力線
１９２にかけては、電源供給線１９１、スイッチＳＷ１１、撮像信号出力線１９２、抵抗
Ｒ１２、スイッチＳＷ１４、抵抗Ｒ１を経由して、電流Ｉ３（＝起動時における電源電流
）が流れることとなる。
【００９９】
　上述したようにスイッチＳＷ１２がオフしていることから、この起動時における電源電
流Ｉ３は、
　Ｉ３＝Ｉ１（補正電流）
　であって、かつ、
　Ｉ３＝Ｉ１＝電源電圧/（スイッチＳＷ１１のオン抵抗＋撮像信号出力線１９２の抵抗
成分＋抵抗Ｒ１２＋スイッチＳＷ１４のオン抵抗＋抵抗Ｒ１）
　となる。
【０１００】
　すなわち、撮像素子１２１の起動時においては、上記抵抗値（スイッチＳＷ１１のオン
抵抗＋撮像信号出力線１９２の抵抗成分＋抵抗Ｒ１２＋スイッチＳＷ１４のオン抵抗＋抵
抗Ｒ１）に応じた補正電流Ｉ１のみが電源供給線１９１（ＶＤＤライン）に供給されるこ
ととなる。
【０１０１】
　ここで、撮像素子１２１が通常動作をしているときには、撮像信号出力線１９２には上
述した電流Ｉ２（通常動作時における撮像素子１２１に係る消費電流）が流れるようなっ
ており、この通常動作において前記電源電流Ｉ３は、
　Ｉ３＝Ｉ２
　となっている。
【０１０２】
　本実施形態は、前記補正電流Ｉ１をこの通常動作時に係る前記電流Ｉ２と同等にすべく
、すなわち、
　Ｉ１＝Ｉ２
　とすべく、前記電源電流補正部１５０における抵抗値（スイッチＳＷ１１のオン抵抗＋
撮像信号出力線１９２の抵抗成分＋抵抗Ｒ１２＋スイッチＳＷ１４のオン抵抗＋抵抗Ｒ１
）を設定する。
【０１０３】
　換言すれば、本実施形態においては、「撮像素子の起動時の消費電流」と「撮像素子の
通常動作時の消費電流」とがほぼ同等となるように、前記電源電流補正部１５０における
抵抗値（スイッチＳＷ１１のオン抵抗＋撮像信号出力線１９２の抵抗成分＋抵抗Ｒ１２＋
スイッチＳＷ１４のオン抵抗＋抵抗Ｒ１）の値を設定するようにしている。
【０１０４】
　なお、抵抗Ｒ１は、当該「抵抗値の値」を設定する際のパラメータ要素ではなく所定の
固定値をとる。
【０１０５】
　このように、本第１の実施形態においては、撮像素子１２１の起動時に上述した補正電
流が電源供給線１９１（ＶＤＤライン）に供給されるので、この撮像素子１２１に供給さ
れる電源供給線１９１（ＶＤＤライン）の電流値の立ち上がり特性カーブ（Ｉａ）は、当
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該補正電流が供給されないと仮定した特性カーブ（Ｉｂ）に比して適正な上昇変化を辿る
よう補正されることとなる（図５参照）。
【０１０６】
　また、この電流値の適正な上昇変化に伴って、電源供給線１９１（ＶＤＤライン）の電
圧値の特性カーブ（Ｖａ）についても、特性カーブ（Ｖｂ）に比して適正な変化を辿るよ
う補正されることとなり、撮像素子１２１に対して定格を超える電圧が印加されることを
防止することができる（図５参照）。
【０１０７】
　＜本実施形態における「撮像素子の通常動作時」への移行時の作用＞
　この後、ビデオプロセッサ３における駆動制御部３２から同期信号が送出されると、補
正電流制御部１４０は当該同期信号のパルスを検知する。そして補正電流制御部１４０は
、所定のパルス数を検出した後、基準クロックＣＬＫのタイミングに基づいて電源電流補
正回路１５１に向けて出力する制御信号ＣＴＲＳ＿２を“Ｈレベル”に変化させる。
【０１０８】
　なお、撮像素子１２１は、当該同期信号を受けたことで通常動作時に移行し、すなわち
、撮像素子１２１における画素部１２２、信号処理部１２３（図３においては、第１チッ
プ１２２ａ、第２チップ１２３ａ）および制御部１２４に供給される電源電流は通常の値
になるように移行する。
【０１０９】
　また、補正電流制御部１４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿２が“Ｈレベル”へ立ち上がり
変化をすることによりスイッチＳＷ１２がオンする。
【０１１０】
　これにより、撮像素子１２１における画素部１２２、信号処理部１２３（図３において
は、第１チップ１２２ａ、第２チップ１２３ａ）から出力される画素出力信号に係る電流
Ｉ２が、撮像信号出力線１９２に流れることとなる。
【０１１１】
　一方、図５に示すように、補正電流制御部１４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿２が“Ｈレ
ベル”に変化した直後においては、制御信号ＣＴＲＳ＿２と共に、制御信号ＣＴＲＳ＿１
も“Ｈレベル”となっている。
【０１１２】
　これにより、補正電流制御部１４０からの出力信号が“Ｈレベル”に変化した直後にお
いては、スイッチＳＷ１１およびスイッチＳＷ１２が同時にオン状態となり（図５参照）
、撮像信号出力線１９２に流れる電流Ｉ３は、
　Ｉ３＝Ｉ１＋Ｉ２
　となる。
【０１１３】
　上述したように撮像信号出力線１９２を流れる電流Ｉ３は、電源供給線１９１（ＶＤＤ
ライン）に流れる電源電流（図５における電源電流Ｉａ）であるが、起動時から通常動作
が開始された直後において、一時、当該電源電流Ｉ３は、Ｉ３＝Ｉ１＋Ｉ２となることか
ら、本来の通常動作時に予定する電流（＝Ｉ２）よりも大きな値をとることとなる。
【０１１４】
　具体的には図５に示すように、撮像素子１２１の起動時から通常動作に移行直後におい
て、当該電源電流Ｉ３（図５における電源電流Ｉａ）は急激に増加することとなる。
【０１１５】
　一方本実施形態においては、電源電流検知部１６０が当該電源電流Ｉ３（＝電源電流Ｉ
ａ）の急激な増加を検知することで撮像素子１２１が通常動作に移行したと判断し、電源
電流制御部１７０に対してタイミング信号を出力する。
【０１１６】
　すなわち、上述したように、撮像素子１２１自体は、ビデオプロセッサ３からの同期信
号を受信することで起動時から通常動作時へと移行するが、本実施形態において電源電流
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検知部１６０は、電源供給線１９１に流れる当該電源電流Ｉ３（＝電源電流Ｉａ）の急激
な増加を検知することで、撮像素子１２１が通常動作に移行したと判断する。
【０１１７】
　この後、電源電流制御部１７０は、電源電流検知部１６０からの当該タイミング信号に
基づいて制御信号ＣＴＲＢ＿２を“Ｈレベル”にしてスイッチＳＷ１３をオンする一方で
、制御信号ＣＴＲＢ＿１を“Ｌレベル”にしてスイッチＳＷ１４をオフする。
【０１１８】
　一方、上述したように、補正電流制御部１４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿２が“Ｈレベ
ル”に変化した直後においては、制御信号ＣＴＲＳ＿２と共に、制御信号ＣＴＲＳ＿１も
“Ｈレベル”となっているが、補正電流制御部１４０は、制御信号ＣＴＲＳ＿２が“Ｈレ
ベル”に変化してから２ＣＬＫ後当該制御信号ＣＴＲＳ＿１を、“Ｌ”レベルに変位し、
これに伴いスイッチＳＷ１１もオフする。
【０１１９】
　スイッチＳＷ１１がオフすることにより補正電流Ｉ１もゼロとなる一方で、スイッチＳ
Ｗ１２はオンしていることから、撮像信号出力線１９２には通常動作における撮像素子１
２１の出力電流Ｉ２が供給される。
【０１２０】
　また、上述したように、スイッチＳＷ１３がオンしスイッチＳＷ１４がオフしているの
で、電源供給線１９１に流れる電源電流Ｉ３（＝電源電流Ｉａ）は、撮像素子１２１の通
常動作時に係る電流となる。
【０１２１】
　なお、電源供給線１９１に流れる電源電流Ｉ３（＝電源電流Ｉａ）が、撮像素子１２１
の通常動作時に係る電流（＝Ｉ２）に比して急激に増加する期間（図５参照）は、例えば
動作周波数の２ＣＬＫ分（例えば２００ｎｓ）程度の僅かな時間であるため、過度な電流
が流れることによる不用意な電源電圧の低下の影響は極少ないものとなっている。
【０１２２】
　また、抵抗Ｒ１２は、スイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ１４のオン抵抗が大きい場合に
は省くことができる。
【０１２３】
　以上説明したように、本第１の実施形態によると、上述の如く「撮像素子の起動時」等
の動作不安定時における意図しない消費電流の低下状態を是正し、起動時と通常動作時と
で消費電流を一定化することを可能とした内視鏡を提供することができる。
【０１２４】
　＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【０１２５】
　図６は、本発明の第２の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムの電気的な構成を示す
ブロック図であり、図７は、第２の実施形態の内視鏡における電源電流補正部、電流制御
部およびその周辺回路の構成を示す回路図である。
【０１２６】
　本第２の実施形態の内視鏡は、その基本的な構成は第１の実施形態と同様であり、電源
電流補正部における基端側補正回路の配設する箇所および構成を異にする。その他の構成
は第１の実施形態と同様であるので、ここでは第１の実施形態との差異のみの説明にとど
め、共通する部分の説明については省略する。
【０１２７】
　図６に示すように、第２の実施形態の内視鏡２０２を含む内視鏡システム２０１におい
ても、内視鏡２０２における挿入部先端部７には、被写体像を入光するレンズを含む対物
光学系（図示せず）と、当該対物光学系における結像面に配置された撮像素子２２１と、
が配設される。
【０１２８】
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　当該撮像素子２２１は、本第２の実施形態においてもＣＭＯＳイメージセンサにより構
成される固体撮像素子であって、被写体像を入光し光電変換した後に所定の画素出力信号
を出力する画素部２２２と、前記画素出力信号を入力し所定の信号処理を行った後、撮像
信号として出力する信号処理部２２３と、これら画素部２２２、信号処理部２２３等を制
御する制御部２２４と、を備える。
【０１２９】
　さらに内視鏡２０２には、第１の実施形態における内視鏡２と同様に、撮像素子２２１
から延出され、当該撮像素子２２１から挿入部６、操作部１０、ユニバーサルコード１１
を経て、コネクタ部１２に至るまで延設されたケーブル２８が配設されている。
【０１３０】
　ケーブル２８は、上記同様に、各種駆動信号（基準クロックＣＬＫ、各種同期信号等）
を伝送する駆動信号ライン、撮像素子２２１を駆動するための電源電圧ＶＤＤを供給する
ための電源供給線（ＶＤＤライン）２９１、前記撮像信号を伝送する撮像信号出力線２９
２等を内包するケーブルである。
【０１３１】
　前記駆動信号ラインは、上記同様に、ビデオプロセッサ３における駆動制御部３２と撮
像素子２２１とに接続され、駆動制御部３２から出力された、撮像素子２２１を制御する
ための各種駆動信号（基準クロックＣＬＫ、各種同期信号等）を伝送する。
【０１３２】
　前記電源供給線（ＶＤＤライン）２９１は、上記同様に、ビデオプロセッサ３における
電源部３３に基端側補正回路２８０、電源電流検知部２６０を介して接続され、撮像素子
２２１に対して電源電圧を供給するためのＶＤＤラインおよびグランドライン（ＧＮＤ）
を有する。
【０１３３】
　なお、本第２の実施形態においても前記ＶＤＤライン（電源供給線）は、撮像素子２２
１に接続された後、当該撮像素子２２１内部に配線され、当該撮像素子２２１に対して所
定の電源電圧ＶＤＤを供給する役目を果たす。
【０１３４】
　図６、図７に示すように、本第２の実施形態においては、前記電源電流補正回路２５１
と基端側補正回路２８０とで構成される電源電流補正部２５０を有する。この電源電流補
正部２５０については、後に詳述する。
【０１３５】
　また、本第２の実施形態において撮像素子２２１は、制御部２２４内に、第１の実施形
態における補正電流制御部１４０と同様の構成、作用効果を奏する補正電流制御部２４０
を有する。また本第２の実施形態においては、コネクタ部１２に、第１の実施形態におけ
る電源電流制御部１７０と同様の役目を果たす電源電流制御部２７０を有する。
【０１３６】
　ここで、本第２の実施形態においても、補正電流制御部２４０と電源電流制御部２７０
とで「電流制御部」を構成するものとする。
【０１３７】
　さらに本第２の実施形態は、コネクタ部１２に、第１の実施形態における電源電流検知
部１６０と同様の役目を果たす電源電流検知部２６０を有する。
【０１３８】
　なお、図７に示す第１チップ２２２ａは、本実施形態においては上述した画素部２２２
に相当し、第２チップ２２３ａは、本実施形態においては上述した信号処理部２２３に相
当する。
【０１３９】
　＜電源電流補正部２５０＞
　＜電源電流補正回路２５１の構成＞
　図６および図７に示すように、本第２の実施形態において撮像素子２２１には、電源電
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流補正部２５０の一部を構成する電源電流補正回路２５１が配設されている。この電源電
流補正回路２５１は、電源供給線２９１（ＶＤＤライン）に接続されたプルアップ抵抗Ｒ
１１、スイッチＳＷ１１、および、スイッチＳＷ１２、並びに、撮像信号出力線２９２に
て構成される。
【０１４０】
　前記プルアップ抵抗Ｒ１１は、電源供給線２９１（ＶＤＤライン）とスイッチＳＷ１１
のゲート間に接続される。
【０１４１】
　前記スイッチＳＷ１１は、電源供給線２９１（ＶＤＤライン）と撮像信号出力線２９２
間を結ぶ線路上に配設され、補正電流制御部２４０から出力される制御信号ＣＴＲＳ＿１
によりオンオフ制御されるようになっている。
【０１４２】
　なお、このスイッチＳＷ１１の出力電流“Ｉ１”は、本実施形態においても、撮像素子
２２１の起動時に電源供給線２９１（ＶＤＤライン）に供給するための補正電流としての
役目を果たす。
【０１４３】
　一方、前記スイッチＳＷ１２は、撮像素子２２１の撮像信号出力線２９２の線上であっ
て、信号処理部２２３（第２チップ２２３ａ）の出力端と前記スイッチＳＷ１１の出力端
の間に配設される。またスイッチＳＷ１２は、補正電流制御部２４０から出力される制御
信号ＣＴＲＳ＿２によりオンオフ制御されるようになっている。
【０１４４】
　ここで、上述したように、補正電流制御部２４０から出力される制御信号ＣＴＲＳ＿１
は、撮像素子２２１の起動時には“Ｈレベル”となる。このとき、スイッチＳＷ１１はオ
ンする。一方、補正電流制御部２４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿２は、撮像素子２２１の
起動時には“Ｌレベル”になっており、このとき、スイッチＳＷ１２はオフとなる。
【０１４５】
　なお、撮像信号出力線２９２を流れる電流Ｉ３は、撮像素子２２１の起動時、または、
撮像素子２２１の通常動作時のいずれにおいても、電源供給線２９１（ＶＤＤライン）に
流れる電源電流に相当する。また、スイッチＳＷ１２の出力電流Ｉ２は、通常動作時にお
ける撮像素子２２１に係る消費電流に相当する。
【０１４６】
　＜基端側補正回路２８０の構成＞
　本第２の実施形態においては、コネクタ部１２には、電源電流補正部２５０の一部を構
成する基端側補正回路２８０が配設されている。基端側補正回路２８０は、図７に示すよ
うに、電源供給線（ＶＤＤライン）２９１の基端側に接続され、抵抗Ｒ２１、スイッチＳ
Ｗ２１、スイッチＳＷ２２にて構成される。なお、本実施形態においては、電源供給線（
ＶＤＤライン）２９１上において基端側補正回路２８０の後段に電源電流検知部２６０が
接続されるようになっている。
【０１４７】
　基端側補正回路２８０は、電源供給線（ＶＤＤライン）２９１上に前記抵抗Ｒ２１を挿
入する経路とパスする経路とをスイッチＳＷ２１とスイッチＳＷ２２とで切り替えるよう
に構成されている。
【０１４８】
　前記スイッチＳＷ２１とスイッチＳＷ２２は、それぞれ、電源電流制御部２７０から出
力される制御信号ＣＴＲＢ＿２、制御信号ＣＴＲＢ＿１によりオンオフ制御されるように
なっている。
【０１４９】
　ここで、電源電流制御部２７０の制御により、スイッチＳＷ２１がオフ、スイッチＳＷ
２２がオンされると、電源供給線（ＶＤＤライン）２９１上に抵抗Ｒ２１が挿入される経
路が選択されるようになっている。一方、スイッチＳＷ２１がオン、スイッチＳＷ２２が
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オフされると、電源供給線（ＶＤＤライン）２９１上から抵抗Ｒ２１がパスされる経路が
選択されるようになっている。
【０１５０】
　＜電源電流制御部２７０＞
　上述したように、コネクタ部１２には、当該撮像素子２２１の起動時において、「電源
供給線２９１に流れる電流」を「撮像素子２２１の通常動作時において当該電源供給線２
９１に流れる電流」に対して相対的に増加させるための所定の制御信号（ＣＴＲＢ＿１、
ＣＴＲＢ＿２）を生成する電源電流制御部２７０が配設される。
【０１５１】
　電源電流制御部２７０は、電源電流検知部２６０に接続され、当該電源電流検知部２６
０から出力される所定のタイミング信号の制御により、前記制御信号ＣＴＲＢ＿１および
制御信号ＣＴＲＢ＿２を生成し、出力するようになっている。
【０１５２】
　本第２の実施形態においては、前記制御信号ＣＴＲＢ＿１は、スイッチＳＷ２２に接続
され、電源電流検知部２６０からの前記タイミング信号に基づいて当該スイッチをオンオ
フ制御するようになっており、また、制御信号ＣＴＲＳ＿２は、スイッチＳＷ２１に接続
され、上記同様、電源電流検知部２６０からの前記タイミング信号に基づいて当該スイッ
チをオンオフ制御するようになっている。
【０１５３】
　＜電源電流検知部２６０の構成＞
　上述したように、コネクタ部１２における前記電源供給線２９１の基端側であって、基
端側補正回路２８０の後段には電源電流検知部２６０が配設されている。この電源電流検
知部２６０は、電源供給線２９１を流れる電流を検知し、当該電源供給線２９１に流れる
電流が所定値以上になるタイミングで所定のタイミング信号を生成すると共に当該タイミ
ング信号を電源電流制御部２７０に向けて出力するようになっている。
【０１５４】
　なお、本第２の実施形態においても電源電流検知部２６０は、第１の実施形態と同様に
、主に、撮像素子２２１が起動時から通常動作時に移行する際における電源供給線２９１
（ＶＤＤライン）に流れる電流（図５における電源電流Ｉａ）の急激な変位を検出する役
目を担う。
【０１５５】
　また、上述したように、撮像素子２２１自体は、ビデオプロセッサ３からの同期信号を
受信することで起動時から通常動作時へと移行するが、本実施形態において電源電流検知
部２６０は、電源供給線２９１に流れる当該電源電流Ｉａの急激な増加を検知することで
、撮像素子２２１が通常動作に移行したと判断するようになっている。
【０１５６】
　本第２の実施形態においては、撮像素子２２１の起動時であってもコネクタ部１２以降
（ビデオプロセッサ３を含む）は通常動作になっているので、電源電流制御部２７０から
の制御信号ＣＴＲＢ＿１は“Ｈレベル”となり、このときスイッチＳＷ２２はオンとなる
。一方、電源電流制御部２７０からの制御信号ＣＴＲＢ＿２は“Ｌレベル”になっており
、このとき、スイッチＳＷ２１はオフとなる。
【０１５７】
　上述したように、電源電流補正部２５０等において、撮像素子２２１の起動時には抵抗
Ｒ２１、電源供給線（ＶＤＤライン）２９１、スイッチＳＷ１１、撮像信号出力線２９２
、抵抗Ｒ２経由で電源電流が流れることとなる。そして、この「撮像素子の起動時の消費
電流」を「撮像素子の通常動作時の消費電流」とほぼ同じにすることで、撮像素子の起動
時と通常動作時とで消費電流を一定化することができる。ここで、抵抗Ｒ２は、コネクタ
部１２に配設され、後段の抵抗Ｒ３との合成抵抗は終端抵抗を構成する。
【０１５８】
＜第２の実施形態における「撮像素子の起動時」の作用＞
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　第２の実施形態において、補正電流制御部２４０、電源電流補正部２５０（電源電流補
正回路２５１、基端側補正回路２８０）、電源電流検知部２６０、電源電流制御部２７０
の作用は、基本的に第１の実施形態における補正電流制御部１４０、電源電流補正部１５
０（電源電流補正回路１５１、基端側補正回路１８０）、電源電流検知部１６０、電源電
流制御部１７０と同様である。
【０１５９】
　すなわち、第２の実施形態においても、図５に示すように、撮像素子２２１の起動時に
おいて、内視鏡２およびビデオプロセッサ３に対して電源が投入されると、まず、電源供
給線２９１には電源部３３からの電源電圧ＶＤＤが供給されはじめ、その後、ビデオプロ
セッサ３における駆動制御部３２から基準クロックＣＬＫが送出される。
【０１６０】
　このとき、電源供給線２９１（ＶＤＤライン）に印加される電源電圧および流れる電流
共に徐々に立ち上がる。そして、この撮像素子２２１の起動時においては、上述したよう
に、補正電流制御部２４０から出力される制御信号ＣＴＲＳ＿１は、電源供給線２９１の
（ＶＤＤライン）に接続されたプルアップ抵抗Ｒ１１により、“Ｈレベル”となる。これ
により、スイッチＳＷ１１はオンする。
【０１６１】
　また、補正電流制御部２４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿２は、撮像素子２２１の起動時
においては、“Ｌレベル”になっており、これにより、スイッチＳＷ１２はオフしている
。
【０１６２】
　一方、撮像素子２２１の起動時において電源電流制御部２７０から出力される制御信号
ＣＴＲＢ＿１は“Ｈレベル”であり、このときスイッチＳＷ２２はオンとなる。また、電
源電流制御部２７０からの制御信号ＣＴＲＢ＿２は“Ｌレベル”になっており、このとき
、スイッチＳＷ２１はオフとなる。
【０１６３】
　これにより、撮像素子２２１の起動時において、電源供給線２９１から撮像信号出力線
２９２にかけては、抵抗Ｒ２１、電源供給線２９１、スイッチＳＷ１１、撮像信号出力線
２９２、抵抗Ｒ２を経由して、電流Ｉ３（＝起動時における電源電流）が流れることとな
る。
【０１６４】
　上述したようにスイッチＳＷ１２がオフしていることから、この起動時における電源電
流Ｉ３は、
　Ｉ３＝Ｉ１（補正電流）
　であって、かつ、
　Ｉ３＝Ｉ１＝電源電圧/（抵抗２１＋電源供給線（ＶＤＤライン）２９１の抵抗成分＋
スイッチＳＷ１１のオン抵抗＋撮像信号出力線１９２の抵抗成分＋抵抗Ｒ２）
　となる。
【０１６５】
　すなわち、撮像素子２２１の起動時においては、上記抵抗値に応じた補正電流Ｉ１のみ
が電源供給線２９１（ＶＤＤライン）に供給されることとなる。
【０１６６】
　ここで、撮像素子２２１が通常動作をしているときには、撮像信号出力線２９２には上
述した電流Ｉ２（通常動作時における撮像素子２２１に係る消費電流）が流れるようなっ
ており、この通常動作において前記電源電流Ｉ３は、
　Ｉ３＝Ｉ２
　となっている。
【０１６７】
　本実施形態は、前記補正電流Ｉ１をこの通常動作時に係る前記電流Ｉ２と同等にすべく
、すなわち、
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　Ｉ１＝Ｉ２
　とすべく、前記電源電流補正部２５０における抵抗値（抵抗２１＋電源供給線（ＶＤＤ
ライン）２９１の抵抗成分＋スイッチＳＷ１１のオン抵抗＋撮像信号出力線１９２の抵抗
成分＋抵抗Ｒ２）を設定する。
【０１６８】
　換言すれば、本第２の実施形態においても、「撮像素子の起動時の消費電流」と「撮像
素子の通常動作時の消費電流」とがほぼ同等となるように、前記電源電流補正部２５０に
おける抵抗値（抵抗２１＋電源供給線（ＶＤＤライン）２９１の抵抗成分＋スイッチＳＷ
１１のオン抵抗＋撮像信号出力線１９２の抵抗成分＋抵抗Ｒ２）の値を設定するようにし
ている。なお、抵抗Ｒ２は、当該「抵抗値の値」を設定する際のパラメータ要素ではなく
、所定の固定値をとる。
【０１６９】
　このように、本第２の実施形態においても、撮像素子２２１の起動時に上述した補正電
流が電源供給線２９１（ＶＤＤライン）に供給されるので、この撮像素子２２１に供給さ
れる電源供給線２９１（ＶＤＤライン）の電流値の立ち上がり特性カーブ（Ｉａ）は、当
該補正電流が供給されないと仮定した特性カーブ（Ｉｂ）に比して適正な上昇変化を辿る
よう補正されることとなる（図５参照）。
【０１７０】
　また、この電流値の適正な上昇変化に伴って、電源供給線２９１（ＶＤＤライン）の電
圧値の特性カーブ（Ｖａ）についても、特性カーブ（Ｖｂ）に比して適正な変化を辿るよ
う補正されることとなり、撮像素子２２１に対して定格を超える電圧が印加されることを
防止することができる（図５参照）。
【０１７１】
　＜本実施形態における「撮像素子の通常動作時」への移行時の作用＞
　この後、ビデオプロセッサ３における駆動制御部３２から同期信号が送出されると、補
正電流制御部２４０は当該同期信号のパルスを検知する。そして補正電流制御部２４０は
、所定のパルス数を検出した後、基準クロックＣＬＫのタイミングに基づいて電源電流補
正回路２５１に向けて出力する出力信号を“Ｈレベル”に変化させる。
【０１７２】
　なお、撮像素子２２１は、当該同期信号を受けたことで通常動作時に移行し、すなわち
、撮像素子２２１における画素部２２２、信号処理部２２３（図７においては、第１チッ
プ２２２ａ、第２チップ２２３ａ）および制御部２２４に供給される電源電流は通常の値
になるように移行する。
【０１７３】
　また、補正電流制御部２４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿２が“Ｈレベル”へ立ち上がり
変化をすることによりスイッチＳＷ１２がオンする。
【０１７４】
　これにより、撮像素子２２１における画素部２２２、信号処理部２２３から出力される
画素出力信号に係る電流Ｉ２が、撮像信号出力線２９２に流れることとなる。
【０１７５】
　一方、図５に示すように、補正電流制御部２４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿２が“Ｈレ
ベル”に変化した直後においては、制御信号ＣＴＲＳ＿２と共に、制御信号ＣＴＲＳ＿１
も“Ｈレベル”となっている。
【０１７６】
　これにより、補正電流制御部２４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿２が“Ｈレベル”に変化
した直後においては、スイッチＳＷ１１およびスイッチＳＷ１２が同時にオン状態となり
（図５参照）、撮像信号出力線２９２に流れる電流Ｉ３は、
　Ｉ３＝Ｉ１＋Ｉ２
　となる。
【０１７７】
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　上述したように撮像信号出力線２９２を流れる電流Ｉ３は、電源供給線２９１（ＶＤＤ
ライン）に流れる電源電流（図５における電源電流Ｉａ）であるが、起動時から通常動作
の開始直後において、一時、当該電源電流Ｉ３は、Ｉ３＝Ｉ１＋Ｉ２となることから、本
来の通常動作時に予定する電流（＝Ｉ２）よりも大きな値をとることとなる。
【０１７８】
　具体的には図５に示すように、撮像素子２２１の起動時から通常動作に移行直後におい
て、当該電源電流Ｉ３（図５における電源電流Ｉａ）は急激に増加することとなる。
【０１７９】
　一方本第２の実施形態においても、電源電流検知部２６０が当該電源電流Ｉ３（＝電源
電流Ｉａ）の急激な増加を検知することで撮像素子２２１が通常動作に移行したと判断し
、電源電流制御部２７０に対してタイミング信号を出力する。
【０１８０】
　すなわち、上述したように、撮像素子２２１自体は、ビデオプロセッサ３からの同期信
号を受信することで起動時から通常動作時へと移行するが、本実施形態において電源電流
検知部２６０は、電源供給線２９１に流れる当該電源電流Ｉ３（＝電源電流Ｉａ）の急激
な増加を検知することで、撮像素子２２１が通常動作に移行したと判断する。
【０１８１】
　この後、電源電流制御部２７０は、電源電流検知部２６０からの当該タイミング信号に
基づいて制御信号ＣＴＲＢ＿２を“Ｈレベル”にしてスイッチＳＷ２１をオンする一方で
、制御信号ＣＴＲＢ＿１を“Ｌレベル”にしてスイッチＳＷ２２をオフする。
【０１８２】
　一方、補正電流制御部２４０は、制御信号ＣＴＲＳ＿２が“Ｈレベル”に変化した後２
ＣＬＫ後に制御信号ＣＴＲＳ＿１を“Ｌ”レベルに変位し、これに伴いスイッチＳＷ１１
もオフする。
【０１８３】
　スイッチＳＷ１１がオフすることにより補正電流Ｉ１もゼロとなる一方で、スイッチＳ
Ｗ１２はオンしていることから、撮像信号出力線２９２には通常動作における撮像素子２
２１の出力電流Ｉ２が供給される。
【０１８４】
　また、上述したように、スイッチＳＷ２１がオンしスイッチＳＷ２２がオフしているの
で、電源供給線２９１に流れる電源電流Ｉ３（＝電源電流Ｉａ）は、撮像素子２２１の通
常動作時に係る電流となる。
【０１８５】
　なお、第１の実施形態と同様に、電源供給線２９１に流れる電源電流Ｉ３（＝電源電流
Ｉａ）が、撮像素子２２１の通常動作時に係る電流（＝Ｉ２）に比して急激に増加する期
間（図５参照）は、例えば動作周波数の２ＣＬＫ分（例えば２００ｎｓ）程度の僅かな時
間であるため、過度な電流が流れることによる不用意な電源電圧の低下の影響は極少ない
ものとなっている。
【０１８６】
　以上説明したように、本第２の実施形態も、第１の実施形態と同様に上述の如く「撮像
素子の起動時」等の動作不安定時における意図しない消費電流の低下状態を是正し、起動
時と通常動作時とで消費電流を一定化することを可能とした内視鏡を提供することができ
る。
【０１８７】
　＜第３の実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。　
　図８は、本発明の第３の実施形態の内視鏡における電源電流補正部、電流制御部および
その周辺回路の構成を示す回路図であり、図９は、第３の実施形態の内視鏡において、起
動時と通常動作時における電源電圧特性および電源電流特性、並びに、クロック信号、同
期信号および電源電流制御信号の関係を示したタイミングチャートである。
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【０１８８】
　本第３の実施形態の内視鏡３０２を含む内視鏡システム３０１は、第１の実施形態に対
して、撮像素子３２１から出力する撮像信号を差動信号として２チャンネルで出力するこ
とを異にするものである。
【０１８９】
　また、第３の実施形態は、第１の実施形態で示したような電源電流補正部（電源電流補
正部１５０）のうち電源電流補正回路１５１に相当する電源電流補正回路３５１を、先端
側の撮像素子３２１において、撮像信号の出力線（差動撮像信号出力線３９２ａ、３９２
ｂ）と、電源供給線（ＶＤＤライン）３９１とＧＮＤとの間に設けたことを特徴とする。
【０１９０】
　さらに第３の実施形態においては、図８に示す補正電流制御部３４０、電源電流検知部
３６０、電源電流制御部３７０、基端側補正回路３８０の構成は、それぞれ第１の実施形
態における補正電流制御部１４０、電源電流検知部１６０、電源電流制御部３７０、基端
側補正回路３８０と同様の構成をなすので、ここでは第１の実施形態との差異のみの説明
にとどめ、共通する部分の説明については省略する。
【０１９１】
　第３の実施形態において、電源電流補正部３５０は電源電流補正回路３５１と基端側補
正回路３８０とで構成される。
【０１９２】
　電源電流補正部３５０は、先端部の撮像素子３２１において、抵抗Ｒ１１、抵抗Ｒ３１
、スイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ１２、スイッチＳＷ３１、スイッチＳＷ３２、差動撮
像信号出力線３９２ａ、３９２ｂにより構成される。一方、基端側補正回路３８０は、コ
ネクタ部１２において抵抗Ｒ３２、抵抗Ｒ３３、スイッチＳＷ３３で構成されている。
【０１９３】
　図９に示すように、補正電流制御部３４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿Ｐ１は、プルアッ
プ抵抗Ｒ１１があるため撮像素子３２１の起動時には”Ｈレベル”となる（このときスイ
ッチＳＷ１１はオン）。一方、制御信号ＣＴＲＳ＿Ｐ２は撮像素子３２１の起動時には”
Ｌレベル”である（このときスイッチＳＷ１２、スイッチＳＷ３２はオフ）。
【０１９４】
　また、補正電流制御部３４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿Ｍ１は、プルダウン抵抗Ｒ３１
があるため撮像素子３２１の起動時には”Ｌレベル”となる（このときスイッチＳＷ３１
はオン）。撮像素子３２１の起動時でもコネクタ部１２は通常動作になっているので、電
源電流制御部３７０の制御信号ＣＴＲＢ＿１は”Ｈレベル”となりこのときスイッチＳＷ
３４はオン、また、制御信号ＣＴＲＢ＿２は”Ｌレベル”となりスイッチＳＷ３３はオフ
である。
【０１９５】
　これにより撮像素子３２１の起動時にはスイッチＳＷ１１、差動撮像信号出力線３９２
ａ、抵抗Ｒ３２、抵抗Ｒ３３、差動撮像信号出力線３９２ｂ、ＳＷ３１経由で電源電流が
流れるため、第１の実施形態と同様に起動時の消費電流を通常動作時の消費電流とほぼ同
じにすることで、起動時と通常動作時とで消費電流を一定化できる。
【０１９６】
　第３の実施形態においても、電源が投入されて電源電圧、電源電流が徐々に立ち上がり
制御部が動作可能な状態になった後に同期信号が入力されると制御部からの出力が不定か
ら通常の動作時の信号となり、画素部３２２（図８においては第１チップ３２２ａ）、信
号処理部３２３（図８においてはＬＶＤＳドライバ３２３ａ）、補正電流制御部３４０で
の電源電流が通常の値になる。
【０１９７】
　起動時にはスイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ３１、スイッチＳＷ３４がオン、スイッチ
ＳＷ１２、スイッチＳＷ３２、スイッチＳＷ３３がオフであるため電源電流は電源電圧/
（スイッチＳＷ１１のオン抵抗＋差動撮像信号出力線３９２ａの抵抗成分＋Ｒ３２＋Ｒ３
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３＋差動撮像信号出力線３９２ｂの抵抗成分＋ＳＷ３１のオン抵抗）となる。
【０１９８】
　起動時から通常動作になった際、制御信号ＣＴＲＳ＿Ｐ１、制御信号ＣＴＲＳ＿Ｐ２が
”Ｈレベル”になりスイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ１２が同時にオンになって通常動作
時よりも多い電源電流が流れる。電源電流検知部３６０においては、この電源電流が多く
流れたタイミングを検知して撮像素子が通常動作になったと判断し、電源電流制御部３７
０に信号を出力する。
【０１９９】
　電源電流制御部３７０は電源電流検知部３６０からの信号に基づいて制御信号ＣＴＲＢ
＿２を”Ｈレベル”にしてスイッチＳＷ１３をオン、ＣＴＲＢ＿１を”Ｌレベル”にして
ＳＷ１４をオフする。
【０２００】
　その後、制御信号ＣＴＲＳ＿Ｐ１、制御信号ＣＴＲＳ＿Ｍ１が”Ｌレベル”になりスイ
ッチＳＷ１１、スイッチＳＷ３１がオフすることで電源電流は通常の値となる。従って、
起動時の電源電流と通常動作時の電源電流を同等にすることで起動時と通常動作時の消費
電流をほぼ同じにすることができる。
【０２０１】
　なお、抵抗Ｒ３２はスイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ３４、スイッチＳＷ３１のオン抵
抗が大きい場合には省略することができる。
【０２０２】
　なお、第１の実施形態と同様に、電源供給線３９１に流れる電源電流Ｉ３（＝電源電流
Ｉａ）が、撮像素子３２１の通常動作時に係る電流（＝Ｉ２）に比して急激に増加する期
間（図９参照）は、例えば動作周波数の２ＣＬＫ分（例えば２００ｎｓ）程度の僅かな時
間であるため、過度な電流が流れることによる不用意な電源電圧の低下の影響は極少ない
ものとなっている。
【０２０３】
　以上説明したように、本第３の実施形態も、第１の実施形態と同様に上述の如く「撮像
素子の起動時」等の動作不安定時における意図しない消費電流の低下状態を是正し、起動
時と通常動作時とで消費電流を一定化することを可能とした内視鏡を提供することができ
る。
【０２０４】
　＜第４の実施形態＞
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。　
　図１０は、本発明の第４の実施形態の内視鏡における電源電流補正部、電流制御部およ
びその周辺回路の構成を示す回路図である。
【０２０５】
　本第４の実施形態の内視鏡４０２を含む内視鏡システム４０１は、第２の実施形態に対
して、撮像素子４２１から出力する撮像信号を差動信号として２チャンネルで出力するこ
とを異にする。また、第４の実施形態は、第３の実施形態に対しては、電源電流補正部に
おける基端側補正回路の配設する箇所および構成を異にする。その他の構成は第２、第３
の実施形態と同様であるので、ここでは第１～第３の実施形態との差異のみの説明にとど
め、共通する部分の説明については省略する。
【０２０６】
　第４の実施形態は、第３の実施形態と同様の構成をなす電源電流補正回路４５１を、先
端側の撮像素子４２１において、撮像信号の出力線（差動撮像信号出力線４９２ａ、４９
２ｂ）と、電源供給線（ＶＤＤライン）４９１とＧＮＤとの間に設けたことを特徴とする
。
【０２０７】
　また、第４の実施形態は、撮像素子４２１において、第３の実施形態と同様の第１チッ
プ４２２ａ（第１チップ３２２ａと同等）、ＬＶＤＳドライバ４２３ａ（ＬＶＤＳドライ
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バ３２３ａと同等）を備える。
【０２０８】
　さらに第４の実施形態において、図１０に示す補正電流制御部４４０、電源電流検知部
４６０、電源電流制御部４７０、基端側補正回路４８０の構成は、それぞれ第２の実施形
態における補正電流制御部２４０、電源電流検知部２６０、電源電流制御部２７０、基端
側補正回路２８０と同様の構成をなす。
【０２０９】
　第４の実施形態において電源電流補正部４５０は電源電流補正回路４５１と基端側補正
回路４８０とで構成される。
【０２１０】
　電源電流補正部４５０は、先端部の撮像素子４２１において、抵抗Ｒ１１、抵抗Ｒ３１
、スイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ１２、スイッチＳＷ３１、スイッチＳＷ３２、差動撮
像信号出力線４９２ａ、４９２ｂにより構成される。一方、基端側補正回路４８０は、コ
ネクタ部１２において抵抗Ｒ４１、スイッチＳＷ４１、スイッチＳＷ４２により構成され
ている。
【０２１１】
　第４の実施形態において補正電流制御部４４０からの制御信号ＣＴＲＳ＿Ｐ１は、プル
アップ抵抗Ｒ１１があるため撮像素子４２１の起動時には”Ｈレベル”となる（このとき
スイッチＳＷ１１はオン）。一方、制御信号ＣＴＲＳ＿Ｐ２は撮像素子４２１の起動時に
は”Ｌレベル”である（このときスイッチＳＷ１２、スイッチＳＷ３２はオフ）。
【０２１２】
　さらに補正電流制御部４４０からの制御信号ＣＴＲ＿Ｍ１は、プルダウン抵抗Ｒ３１が
あるため撮像素子４２１の起動時には”Ｌレベル”となる（このときスイッチＳＷ３１は
オン）。撮像素子４２１の起動時でもコネクタ部１２は通常動作になっているので、電源
電流制御部４７０の制御信号ＣＴＲＢ＿１は”Ｈレベル”となりスイッチＳＷ４２はオン
し、制御信号ＣＴＲＢ＿２は”Ｌレベル”となりスイッチＳＷ４１はオフする。
【０２１３】
　第４の実施形態における動作タイミングは第３の実施形態と同じであり、すなわち、第
４の実施形態においても、第１～第３の実施形態と同様に、起動時の電源電流と通常動作
時の電源電流を同等にすることで起動時と通常動作時の消費電流をほぼ同じにすることが
できる。
【０２１４】
　以上説明したように、本第４の実施形態も、第１～第３の実施形態と同様に上述の如く
「撮像素子の起動時」等の動作不安定時における意図しない消費電流の低下状態を是正し
、起動時と通常動作時とで消費電流を一定化することを可能とした内視鏡を提供すること
ができる。
【０２１５】
　＜第５の実施形態＞
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。
【０２１６】
　図１１は、本発明の第５の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムの電気的な構成を示
すブロック図であり、図１２は、第５の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムにおける
電源電流補正部およびその周辺回路の構成を示す回路図である。また、図１３は、第５の
実施形態の内視鏡において、起動時と通常動作時における電源電圧特性および電源電流特
性、並びに、クロック信号、同期信号および電源電流制御信号の関係を示したタイミング
チャートである。
【０２１７】
　第５の実施形態の内視鏡５０２を有する内視鏡システム５０１は、第１の実施形態と同
様に、被検体を観察し撮像する内視鏡５０２と、当該内視鏡５０２に接続され前記撮像信
号を入力し所定の画像処理を施すビデオプロセッサ５０３（本体部５０３）と、被検体を
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照明するための照明光を供給する光源装置４と、撮像信号に応じた観察画像を表示するモ
ニタ装置５と、を有している（図１参照）。
【０２１８】
　内視鏡５０２は、第１の実施形態における内視鏡２と同様に、被検体の体腔内等に挿入
される細長の挿入部６と、挿入部６の基端側に配設され術者が把持して操作を行う内視鏡
操作部１０と、内視鏡操作部１０の側部から延出するように一方の端部が設けられたユニ
バーサルコード１１と、を有して構成されている（図１参照）。
【０２１９】
　また、第５の実施形態においても、挿入部６は、先端側に設けられた硬質の先端部７と
、先端部７の後端に設けられた湾曲自在の湾曲部８と、湾曲部８の後端に設けられた長尺
かつ可撓性を有する可撓管部９と、を有して構成されている（図１参照）。
【０２２０】
　前記ユニバーサルコード１１の基端側（すなわち、撮像素子に対しても基端側）にはコ
ネクタ部１２が設けられ、当該コネクタ部１２は光源装置４に接続されるようになってい
る。すなわち、コネクタ部１２の先端から突出する流体管路の接続端部となる口金（図示
せず）と、照明光の供給端部となるライトガイド口金（図示せず）とは光源装置４に着脱
自在で接続されるようになっている（図１参照）。
【０２２１】
　さらに、前記コネクタ部１２の側面に設けた電気接点部には接続ケーブル１３の一端が
接続されるようになっている。そして、この接続ケーブル１３には、例えば内視鏡５０２
における固体撮像素子（ＣＭＯＳイメージセンサ）５２１からの撮像信号を伝送する信号
線、並びに、固体撮像素子（以下、撮像素子とも記す）を駆動するための制御信号線およ
び電源線が内設され、また、他端のコネクタ部はビデオプロセッサ３に接続されるように
なっている（図１参照）。
【０２２２】
　図１１に示すように、本第５の実施形態の内視鏡５０２は、挿入部６の先端部７に配設
された、被写体像を入光するレンズを含む対物光学系（図示せず）と、対物光学系におけ
る結像面に配設された撮像素子（ＣＭＯＳイメージセンサ）５２１と、を備える。
【０２２３】
　また内視鏡５０２は、撮像素子５２１から延出され、当該撮像素子５２１から挿入部６
、操作部１０、ユニバーサルコード１１を経て、ビデオプロセッサ５０３に至るまで配設
されたケーブル２８を備える。
【０２２４】
　撮像素子５２１は、上述したように本実施形態においてはＣＭＯＳイメージセンサによ
り構成される固体撮像素子である。また、撮像素子５２１は、被写体像を入光し光電変換
した後に所定の画素出力信号を出力する画素部５２２と、前記画素出力信号を入力し所定
の信号処理を行った後、撮像信号として出力する信号処理部５２３と、これら画素部５２
２、信号処理部５２３等を制御する制御部５２４と、を備える。
【０２２５】
　また、信号処理部５２３からは、撮像信号出力線５９２がビデオプロセッサ５０３に向
けて延出され当該撮像信号を伝送する。
【０２２６】
　ケーブル２８は、各種駆動信号（基準クロックＣＬＫ、各種同期信号等）を伝送する駆
動信号ライン、撮像素子５２１を駆動するための電源電圧ＶＤＤを供給するための電源供
給ライン、前記撮像信号を伝送する撮像信号出力線５９２等を内包するケーブルであり、
本実施形態においては、撮像素子５２１からビデオプロセッサ５０３に至るまで配設され
ている。
【０２２７】
　前記駆動信号ラインは、ビデオプロセッサ５０３における駆動制御部５３２と撮像素子
５２１とに接続され、撮像素子５２１を制御するための各種駆動信号（基準クロックＣＬ
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Ｋ、各種同期信号等）を伝送する。
【０２２８】
　前記電源供給ラインは、図１１に示すように、ビデオプロセッサ５０３における電源部
５３３に接続され、撮像素子５２１に対して電源電圧を供給するためのＶＤＤライン（電
源供給線５９１）およびグランドライン（ＧＮＤ）を有する。
【０２２９】
　なお、前記ＶＤＤライン（電源供給線５９１）は、撮像素子５２１に接続された後、当
該撮像素子５２１内部に配線され、当該撮像素子５２１に対して所定の電源電圧ＶＤＤを
供給する役目を果たす。
【０２３０】
　一方、本実施形態の内視鏡システム５０１は、当該内視鏡５０２に接続され前記撮像信
号を入力し所定の画像処理を施すビデオプロセッサ５０３（図１１においては本体部５０
３）を備える。
【０２３１】
　本実施形態においてビデオプロセッサ５０３は、内視鏡２からの撮像信号を入力し、所
定の画像処理を施す撮像信号処理部５３１と、内視鏡５０２に対して各種動作制御信号を
送出する駆動制御部５３２と、ビデオプロセッサ５０３内の各種回路に供給する電源電圧
および内視鏡５０２における各種電源部に対して供給するための電源電圧を生成する電源
部５３３と、を備える。
【０２３２】
　撮像信号処理部５３１は、撮像信号処理回路５３１ａおよび撮像信号出力線５９２の基
端側に接続された基端側補正回路５８０を備える。また、駆動制御部５３２は、所定の制
御信号、例えば、基準クロックＣＬＫおよび同期信号を生成し、前記ケーブル２８を介し
て撮像素子５２１に対して供給するようになっている。
【０２３３】
　また、電源部５３３は、撮像素子５２１に供給するための電源電圧ＶＤＤを生成し、ケ
ーブル２８に配した電源供給線５９１（ＶＤＤライン）およびグランドライン（ＧＮＤ）
を介して当該電源電圧ＶＤＤを撮像素子５２１に供給するようになっている。
【０２３４】
　図１１、図１２に示すように、第５の実施形態の内視鏡５０２においては、電源電流補
正部５５０を撮像信号出力線５９２と電源供給線（ＶＤＤライン）５９１との間に設けた
ことを特徴とする。
【０２３５】
　第５の実施形態において電源電流補正部５５０は、撮像素子５２１側に設けた電源電流
補正回路５５１と、撮像信号出力線５９２を介して前記基端側補正回路５８０とで構成さ
れる。
【０２３６】
　電源電流補正回路５５１は、先端部７の撮像素子５２１において、抵抗Ｒ１１、抵抗Ｒ
１２、スイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ１２、撮像信号出力線５９２を有する。また、基
端側補正回路５８０は、ビデオプロセッサ５０３における撮像信号処理部５３１に設けら
れた抵抗Ｒ１３により構成されている。
【０２３７】
　補正電流制御部５４０からの出力信号ＣＴＲ＿１は、プルアップ抵抗Ｒ１１があるため
撮像素子５２１の起動時には”Ｈレベル”となる（このときスイッチＳＷ１１はオン）。
一方、出力信号ＣＴＲ＿２は撮像素子５２１の起動時には”Ｌレベル”である（このとき
スイッチＳＷ１２はオフ）。
【０２３８】
　これにより、撮像素子５２１の起動時には抵抗Ｒ１２、スイッチＳＷ１１、撮像信号出
力線５９２、抵抗Ｒ１３経由で電源電流が流れるため、起動時の消費電流を通常動作時の
消費電流とほぼ同じにすることで、起動時と通常動作時とで消費電流を一定化できる。
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【０２３９】
　第５の実施形態においては、電源が投入されて電源電圧、電源電流が徐々に立ち上がり
制御部が動作可能な状態になった後に同期信号が入力されると制御部からの出力が不定か
ら通常の動作時の信号となり、画素部５２２（図１１においては第１チップ５２２ａ）、
信号処理部５２３（図１１においては第２チップ５２３ａ）、制御部５２４での電源電流
が通常の値になる。
【０２４０】
　起動時にはスイッチＳＷ１１がオン、スイッチＳＷ１２がオフであるため電源電流は、
　Ｉ３＝Ｉ１＝電源電圧/（Ｒ１２＋ＳＷ１１のオン抵抗＋撮像信号出力線５９２の抵抗
成分＋Ｒ１３）となる。
【０２４１】
　一方、通常動作時には起動時にはスイッチＳＷ１１がオフ、スイッチＳＷ１２がオンで
あるため電源電流はＩ３＝Ｉ２となる。
【０２４２】
　従って、起動時の電源電流Ｉ１と通常動作時の電源電流Ｉ２を同等にすることで起動時
と通常動作時の消費電流をほぼ同じにすることができる。
【０２４３】
　なお起動時から通常動作になった際、出力信号ＣＴＲ＿１、ＣＴＲ＿２が”Ｈレベル”
になりスイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ１２が同時にオンになってＩ３＝Ｉ１＋Ｉ２、つ
まりＩ１＝Ｉ２の場合、通常動作時の２倍の電源電流が流れるタイミングがあるが、この
期間は、例えば動作周波数の１／２の期間（例えば５０ｎｓ）の僅かな期間であるので過
度な電流が流れることによる不用意な電源電圧の低下などへの影響は極めて少ない。
【０２４４】
　また抵抗Ｒ１２はスイッチＳＷ１１のオン抵抗が大きい場合には省略することができる
。
【０２４５】
　＜第６の実施形態＞
　次に、本発明の第６の実施形態について説明する。
【０２４６】
　図１４は、本発明の第６の実施形態の内視鏡を含む内視鏡システムにおける電源電流補
正部およびその周辺回路の構成を示す回路図であり、図１５は、第６の実施形態の内視鏡
において、起動時と通常動作時における電源電圧特性および電源電流特性、並びに、クロ
ック信号、同期信号および電源電流制御信号の関係を示したタイミングチャートである。
【０２４７】
　本第６の実施形態の内視鏡６０２を含む内視鏡システム６０１は、第５の実施形態に対
して、撮像素子６２１から出力する撮像信号を差動信号として２チャンネルで出力するこ
とを異にする。また、第６の実施形態は、第５の実施形態に対しては、電源電流補正部に
おける基端側補正回路の配設する箇所および構成を異にする。その他の構成は第５の実施
形態と同様であるので、ここでは第５の実施形態との差異のみの説明にとどめ、共通する
部分の説明については省略する。
【０２４８】
　第６の実施形態は、第５の実施形態と同様の構成をなす電源電流補正回路６５１を、先
端側の撮像素子６２１において、撮像信号の出力線（差動撮像信号出力線６９２ａ、６９
２ｂ）と、電源供給線（ＶＤＤライン）６９１とＧＮＤとの間に設けたことを特徴とする
。
【０２４９】
　また、第６の実施形態は、撮像素子６２１において、第５の実施形態と同様の第１チッ
プ６２２ａ（第１チップ５２２ａと同等）、ＬＶＤＳドライバ６２３ａ（ＬＶＤＳドライ
バ５２３ａと同等）を備える。
【０２５０】
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　さらに第６の実施形態において、図１４に示す補正電流制御部６４０、電源電流検知部
６６０、電源電流制御部６７０、基端側補正回路６８０の構成は、それぞれ第５の実施形
態における補正電流制御部５４０、電源電流検知部５６０、電源電流制御部５７０、基端
側補正回路５８０と同様の構成をなす。
【０２５１】
　第６の実施形態において電源電流補正部６５０は電源電流補正回路６５１と基端側補正
回路６８０とで構成される。
【０２５２】
　電源電流補正回路６５１は、先端部７における撮像素子６２１に設けられ、抵抗Ｒ１１
、抵抗Ｒ１２、抵抗Ｒ２１、抵抗Ｒ２２、スイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ１２、スイッ
チＳＷ２１、スイッチＳＷ２２、差動撮像信号出力線６９２ａ、６９２ｂにより構成され
る。また、基端側補正回路６８０は、ビデオプロセッサ６０３における抵抗Ｒ２３により
構成されている。
【０２５３】
　補正電流制御部６４０からの出力信号ＣＴＲ＿Ｐ１は、プルアップ抵抗Ｒ１１があるた
め撮像素子６２１の起動時には”Ｈレベル”となる（このときスイッチＳＷ１１はオン）
。一方、出力信号ＣＴＲ＿Ｐ２は、撮像素子６２１の起動時には”Ｌレベル”である（こ
のときスイッチＳＷ１２、スイッチＳＷ２２はオフ）。また、補正電流制御部６４０から
の出力信号ＣＴＲ＿Ｍ１は、プルダウン抵抗Ｒ２１があるため撮像素子６２１の起動時に
は”Ｌレベル”となる（このときスイッチＳＷ２１はオン）。
【０２５４】
　これにより撮像素子６２１の起動時には抵抗Ｒ１２、スイッチＳＷ１１、差動撮像信号
出力線６９２ａ、抵抗Ｒ２３、差動撮像信号出力線６９２ｂ、スイッチＳＷ２１、抵抗Ｒ
２２経由で電源電流が流れるため、第５の実施形態と同様に起動時の消費電流を通常動作
時の消費電流とほぼ同じにすることで、起動時と通常動作時とで消費電流を一定化できる
。
【０２５５】
　第６の実施形態においては、起動時には第５の実施形態と同様に電源電圧、電源電流が
徐々に立ち上がり、制御部６４０が動作可能な状態になった後に同期信号が入力されると
通常動作になる。
【０２５６】
　また、起動時にはスイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ２１がオン、スイッチＳＷ１２、ス
イッチＳＷ２２がオフであるため電源電流は電源電圧/（Ｒ１２＋ＳＷ１１のオン抵抗＋
差動撮像信号出力線６９２ａの抵抗成分＋Ｒ２３＋差動撮像信号出力線６９２ｂの抵抗成
分＋ＳＷ２１のオン抵抗＋Ｒ２２）となる。一方、通常動作時にはスイッチＳＷ１１、ス
イッチＳＷ２１がオフ、スイッチＳＷ１２、スイッチＳＷ２２がオンであるため電源電流
は通常の値となる。
【０２５７】
　従って、起動時の電源電流と通常動作時の電源電流を同等にすることで起動時と通常動
作時の消費電流をほぼ同じにすることができる。
【０２５８】
　なお起動時から通常動作になった際、出力信号ＣＴＲ＿Ｐ１、ＣＴＲ＿Ｐ２が”Ｈレベ
ル”、出力信号ＣＴＲ＿Ｍ１が”Ｌレベル”になりスイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ１２
、スイッチＳＷ２１、スイッチＳＷ２２が同時にオンになって通常動作時の２倍の電源電
流が流れるタイミングがあるが、この期間は例えば動作周波数の１／２の期間（例えば５
０ｎｓ）の僅かな期間であるので過度な電流が流れることによる不用意な電源電圧の低下
などへの影響は極めて少ない。
【０２５９】
　また抵抗Ｒ１２、抵抗Ｒ２２は、スイッチＳＷ１１、スイッチＳＷ２１のオン抵抗が大
きい場合には省略することができる。
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【０２６０】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲
において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０２６１】
１…内視鏡システム
２…内視鏡
７…先端部
１２…コネクタ部
１２１，２２１，３２１，４２１，５２１，６２１…撮像素子（ＣＭＯＳイメージセンサ
）
１２２，２２２，５２２…画素部
１２３，２２３，５２３…信号処理部
１２４，２２４，５２４…制御部
１４０，２４０，３４０，４４０，５４０，６４０…補正電流制御部
２８…ケーブル
１５０，２５０，３５０，４５０，５５０…電源電流補正部
１５１，２５１，３５１，４５１，５５１…電源電流補正回路
１６０，２６０，３６０，４６０，５６０…電源電流検知部
１７０，２７０，３７０，４７０，５７０…電源電流制御部
１８０，２８０，３８０，４８０，５８０…基端側補正回路
１９１，２９１，３９１，４９１，５９１…電源供給線（ＶＤＤライン）
１９２，２９２，５９２…撮像信号出力線
３９２ａ，３９２ｂ，４９２ａ，４９２ｂ，６９２ａ，６９２ｂ…差動撮像信号出力線
３…ビデオプロセッサ
３１…撮像信号処理部
３２…駆動制御部
３３…電源部
４…光源装置
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